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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月18日(2012.10.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管継ぎ手において、
　少なくとも１つの接続端を有して形成される導管であって、前記接続端が、
　　長パイプの端部を受け入れる受入凹部を画定する壁、
　　前記受入凹部の前記壁の内面壁に所定の深さで形成された溝、
　　前記導管の内面の内側を延伸するパイプ端面支台、および
　　前記溝と前記接続端の外面との間をつなげるチャネルを有する該導管と、
　前記チャネルを介して前記溝の中に収容可能で、前記溝の中に収容されたときに前記凹
部内に延在するよう前記溝の深さよりも幅広い細長の構成要素から形成されるコネクタと
を備え、
　前記コネクタの前記細長の構成要素は、前記チャネルに挿入可能な第１端と、前記接続
端の外面に当接する、前記第１端から離れた第２端とを備えることを特徴とする管継ぎ手
。
【請求項２】
　前記コネクタは細長の弾性構成要素から形成されることを特徴とする、請求項１に記載
の管継ぎ手。
【請求項３】
　前記コネクタは細長のストランドであることを特徴とする、請求項１または２に記載の
管継ぎ手。
【請求項４】
　前記コネクタは潤滑コーティングを有することを特徴とする、請求項１～３のいずれか
一項に記載の管継ぎ手。
【請求項５】
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　前記溝に流体連結された潤滑用チャネルを備えることを特徴とする、請求項１～４のい
ずれか一項に記載の管継ぎ手。
【請求項６】
　前記溝は、前記コネクタの横断面の一部と一致する横断面を有することを特徴とする、
請求項１～５のいずれか一項に記載の管継ぎ手。
【請求項７】
　前記溝は環状溝であり、前記コネクタは前記溝をほぼ一周して延伸することを特徴とす
る、請求項１～６のいずれか一項に記載の管継ぎ手。
【請求項８】
　前記コネクタの第２端は、手で握ることができるハンドルを含むことを特徴とする、請
求項１～７のいずれか一項に記載の管継ぎ手。
【請求項９】
　前記導管はバルブ装置を含むことを特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の
管継ぎ手。
【請求項１０】
　前記パイプ端面支台は環状支台であって環状シールの台座を形成することを特徴とする
、請求項１～９のいずれか一項に記載の管継ぎ手。
【請求項１１】
　密封アセンブリをさらに備えることを特徴とする、請求項１０に記載の管継ぎ手。
【請求項１２】
　前記長パイプはその外面に、前記接続端の壁の内面の前記溝に対応する溝を有して形成
され、前記コネクタは前記接続端の壁の溝に収容された時に、前記長パイプの前記溝の中
を延伸することを特徴とする、長パイプに接続された請求項１～１１のいずれか一項に記
載の管継ぎ手。
【請求項１３】
　前記環状シールは、前記環状支台と前記長パイプの端面の間を密封するために適用され
る、請求項１０に従属する請求項１２に記載の管継ぎ手。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の管継ぎ手にパイプを接続する方法であって、
　前記長パイプの端部を前記受入凹部に挿入するステップと、
　前記パイプの前記外面の溝を、前記受入凹部の前記内壁の対応する前記溝に整列させる
ステップと、
　前記チャネルを介して、前記コネクタを前記整列させた溝により形成される空間に挿入
するステップと
を含むことを特徴とする、方法。
【請求項１５】
　前記接続端の壁の前記内面に前記溝を形成するステップと、
　前記長パイプの前記外面に溝を形成するステップと
をさらに含むことを特徴とする、請求項１４に記載の方法。
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